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労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表します 
（令和 7年 1月 17日 厚生労働省発表） 

 

厚生労働省の労働政策審議会は、昨年４月から、同審議会の安全衛生分科会において、11回にわたり議論を重

ねてきた結果、本日、厚生労働大臣に対し、今後の労働安全衛生対策について建議を行いましたので、公表しま

す。 

 

概要 

１. 個人業者等に対する安全衛生対策の推進 

  〇 既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防

止を図るため、 

・個人事業者等自身が講じるべき措置を定める（規格を具備しない機械等の使用禁止、安全衛生教育の受 

 講など） 

・注文者等が講じるべき措置を定める（個人事業者等も含めた混在作業による災害防止対策の強化など） 

・個人事業者等の業務上災害の報告制度を創設する 

   などの対応を行うことが適当。 

２. 職場のメンタルヘルス対策の推進 

  〇 ストレスチェックについて、現在努力義務となっている労働者数 50人未満の事業場にも実施を義務と 

することが適当。 

  〇 見直しに当たっては、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保すること

が適当。 

３. 化学物質による健康障害防止対策等の推進 

  〇 化学物質の譲渡・提供者による危険性・有害性情報の通知義務の履行確保の観点から、通知義務違反に 

罰則を設けることが適当。 

  〇 化学物質の成分名が営業秘密に該当する場合には、代替名等の通知を認めることが適当。リスクアセス

メントの実施に支障がないことを担保する観点から、代替名等の通知を認めるのは、一定の有害性の低い

物質に限定することが適当。 

  〇 個人ばく露測定について、測定の精度を担保するため、法律上の位置付けを明確にし、有資格者により

実施しなければならないこととすることが適当。 

４. 機械等による労働災害の防止の促進等 

  〇 危険な作業を必要とする機械等（ボイラー、クレーン等）に義務付けられている「製造許可」の一部や 

「製造時等検査」について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大することが適当。 

  〇 登録機関の不正防止強化のため、検査業者に検査基準への遵守義務を課す、不正に技能講習修了証を交

付した教習機関に対して回収命令等ができるようにすることが適当。 

５. 高年齢労働者の労働災害防止の推進 

  〇 高年齢労働者の労働災害を防止するため、必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置 

内容に関する指針を公表することが適当。 

６. 一般健康診断の検査項目等の検討 

〇 月経随伴症状や更年期障害等の女性特有の健康課題について、標準的な問診票である一般健康診断問 

診票に質問を追加することが適当。 
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〇 口腔保健指導の好事例を展開する等により、歯科受診に繋げる方策を検討することが適当。 

７. 治療と仕事の両立支援対策の推進 

  〇 治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置内容に関す 

る指針を公表することが適当。 

 

詳細は以下をご確認ください。 

・労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表します｜厚生労働省 

・【通達】今後の労働衛生対策について（建議）.pdf 

・【概要】今後の労働安全衛生対策について.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて 

（令和 6年 12月 12日 厚生労働省 基発 1212第 2号） 

 

 今般、「労働安全衛生法第 57条の４第３項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」（令和 5年 12月 

27日厚生労働省告示第 341号、令和 6年 3月 27日厚生労働省告示第 121号及び同年 6月 27日厚生労働省告示第 

233号）及び令和 6年 9月 27日厚生労働省「職場のあんぜんサイト」への掲載により、643 物質の名称を公表し

たところですが、それらの化学物質のうち、通達別添（別紙１）に掲げる計 17の届出物質について、学識経験

者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められた旨の意見を得ました。 

 つきましては、別紙１に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には「変異原性が認められた化学物質によ

る健康障害を防止するための指針」（平成 5年 5月 17日付け基発第 312号の３の別添１）に基づく措置を講じる

等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知をお願いします。 

 

詳細は以下をご確認ください。 

・  【通達】変異原性が認められた化学物質の取扱いについて.pdf  

・  【通達別添】変異原性が認められた化学物質の取扱いについて.pdf 

・ 職場のあんぜんサイト：化学物質：強い変異原性が認められた化学物質 新規届出化学物質 

・ 職場のあんぜんサイト：化学物質：強い変異原性が認められた化学物質 既存化学物質 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00020.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001377880.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001377082.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241216K0011.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241216K0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241216K0011.pdf
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc03.htm
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc04.htm

